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令和３年度

6,722,225

0

0

6,722,225

6,111,451

90.9%

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

障害者基本計画 令和5年3月閣議決定

【障害者基本計画】
９．雇用・就業、経済的自立の支援
　障害者職業能力開発校における受講については、障害者本人の希
望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとと
もに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、
一般の公共職業能力開発施設においては、障害者向けの職業訓練を
円滑に実施できるよう体制を整備するほか、民間教育訓練機関等の
訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に
応じた多様な委託訓練を実施する。

0

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 6,558,211

執行率（％、d/(a＋b＋c)） 93.7% 96.5% 97.0%

施策の予算額・執行額等

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

0 0予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 6,558,211 6,473,088 6,494,188 6,555,025

補正予算（b） 0

6,473,088 6,494,188

執行額（千円、d） 6,143,176 6,246,264 6,297,428

施策を取り巻く現状

　令和５年３月に、令和５年度から令和９年度までを計画期間とする第５次障害者基本計画が閣議決定され、障害者の障害特性やニーズ等に応じ
た職業訓練の実施が求められている。
　また、ハローワークにおける障害者の新規求職申込件数が増加傾向にあるところ、 特に精神障害者の同件数が伸びており、約半数が精神障害
者等となっている。令和５年度の障害者の新規求職申込件数は約25万件、うち精神障害者からの申し込みは約14万件であった。
令和５年度の訓練受講生における障害種別の割合としては精神、発達障害者が増加傾向にあり、受講者の約半数以上が精神、発達障害者となっ
ている。また、年齢別の割合としては30代以下が半数以上と多くを占めている。

施策実現のための課題

一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対する職業訓練機会の提供が課題である。

精神障害者や発達障害者の求職者が増加するなど求職障害者の多様化が進み、多様な職業訓練ニーズが存在している。障害者の障
害特性を踏まえつつニーズに応じたきめ細かな職業訓練の提供が課題である。
また、一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け入れるための環境整備が課題である。

各課題に対応した
達成目標

達成目標/課題との対応関係 達成目標の設定理由

障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進
一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な
障害者に対する職業訓練機会を提供するためには、障害者の障害特
性に適応した職業訓練を実施することが必要であるため。

民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推
進
一般の公共職業能力開発校における精神障害者等の受入体制
等の強化

障害者の障害特性を踏まえつつニーズに応じたきめ細かな職業訓練
を提供するためには、障害者職業能力開発校の活用はもちろんのこ
と、民間の多様な機関等を効果的に活用して多様な職業訓練を実施
することが必要であるため。

実績評価書

 （厚生労働省６（Ⅵ－２－２））

施策目標名
障害者等の職業能力開発を推進すること（施策目標Ⅵ-2-2）
　　基本目標Ⅵ　労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境整備をすること
　　　　施策大目標２　個々の特性やニーズに応じた職業能力開発を推進すること

施策の概要

　本施策は、障害者の社会的自立を促進するため、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）や障害者基本計画（令和５年3月閣議決定）等に
基づき、障害者に対する職業訓練を実施する。また、訓練受講期間中に支給する訓練手当の都道府県における費用負担に対する支援を行う。

【障害者職業能力開発校について】
○　一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対して、その障害の態様に配慮した職業訓練を実施して
いる。国立機構営校、国立県営校、県立県営校の３種類がある。

・　国立機構営校（２校）： 国が設置し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校。先導的な職業訓練実
施の成果をもとに、職業訓練内容、指導技法等を他の障害者職業能力開発校等に提供することにより、障害者職業訓練全体のレベルアップに貢
献。
・　国立県営校（１１校）：国が設置し、都道府県に運営を委託。
・　県立県営校（６校）：府県が設置・運営。

【障害者の多様なニーズに対応した委託訓練について】
○　ハローワーク求職障害者の就職を実現する等のため、国と都道府県とが委託契約を結び都道府県が事業の実施主体となって、企業、社会福
祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施することにより、障害
者の職業能力の開発・向上を図っている。また、障害者職業能力開発校だけではなく、一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け
入れるため、精神保健福祉士等の専門家の配置等により一般の公共職業能力開発校における精神障害者等の受入れ体制等の強化を図ってい
る。
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指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和９年度

62.9% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

62.9% 64.7% 70.1% 68.9%

集計中
（令和７年

12月頃公表
予定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和６年度

－ 1,980人 1,980人 1,980人 1,980人 1,980人 1,980人

1,133人 1,131人 1,076人 1,073人

集計中
（令和７年

12月頃公表
予定）

年度ごとの実績値

×

主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○ △

指標２

障害者職業能力開発校にお
ける訓練受講者数

（アウトプット）

　「令和５年度における全国職業訓練実施計画」において、障害者職業能力開発校における
離職者訓練対象者数が定められていることから、同対象者を測定指標として設定。

（出典）定例業務統計報告

　「令和５年度における全国職業訓練実施計画」において、計画期間中に実施する障害者等
に対する公共職業訓練の対象者数は、2,930人であるところ、そのうち、障害者職業能力開発
校における離職者訓練対象者数は1,980人であることを踏まえ設定。

基準値
年度ごとの目標値

達成目標１について 障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進

測定指標

指標１

障害者職業能力開発校の修
了者における就職率

（アウトカム）

　職業能力開発促進法、障害者基本計画等に基づき、障害者職業能力開発校において、一般
の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対してその特性に
応じた職業訓練を実施しているため、その修了者の就職率を測定指標として設定。

（参考１）令和５年度実績値68.9％は、分母：令和５年度の障害者職業能力開発校の修了者数
等（1,027人）、分子：令和５年度の同修了者数等のうち就職者数（708人）から算出したもの。
（参考２）障害種別毎の就職率は令和５年度実績で、身体：67.4％、知的：79.0％、精神：
57.5％、その他障害：66.8％（うち発達：66.9％）となっている。

（出典）定例業務統計報告

　目標値（水準・目標年度）については、過去の実績を踏まえつつ障害者基本計画において、
就職率を70%とする目標が定められていることを踏まえ設定。

基準値
年度ごとの目標値

目標値

目標値 主要な指標 達成
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指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和９年度

46.4% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

46.4% 45.1% 41.2% 40.4%

集計中
（令和７年

12月頃公表
予定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和６年度

－ 3,700人 3,650人 3,500人 3,080人 3,080人 3,080人

2,320人 2,556人 2,556人 2,570人

集計中
（令和７年

12月頃公表
予定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

- 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和６年度

- － － － － 700人 700人

690人 689人 793人 756人

集計中
（令和７年

12月頃公表
予定）

（○）

※　令和４年度から令和８年度は第５期基本計画期間である。

△

指標５

一般の公共職業能力開発校
における訓練の障害者の訓

練受講者数
（アウトプット）

　一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け入れるため、精神保健福祉士
等の専門家の配置等により一般の公共職業能力開発校における精神障害者等の受入体制
の強化を実施していることから、その受講者数を測定指標として設定。

　目標設定にあたり、過去３年の実績を踏まえ設定。

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

指標４

障害者委託訓練の訓練受講
者数

（アウトプット）

　「令和５年度における全国職業訓練実施計画」において、委託訓練として実施する離職者訓
練の対象者数が定められていることから、同対象者数を測定指標として設定。

（出典）定例業務統計報告

　「令和５年度における全国職業訓練実施計画」においては、近年の実績を踏まえ、障害者委
託訓練の離職者訓練対象者数について、前年度から420人減の3,080人としていることから、
目標値についても同対象者数を指標として設定している。

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

年度ごとの実績値

○ ×

達成目標２について
民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進
一般の公共職業能力開発校における精神障害者等の受入体制等の強化

測定指標

指標３

障害者委託訓練修了者にお
ける就職率
（アウトカム）

　職業能力開発促進法、障害者基本計画等に基づき、障害者が居住する身近な地域で障害
の態様や企業ニーズに対応した様々な職業訓練を提供するため、企業、社会福祉法人、ＮＰ
Ｏ法人、民間教育訓練機関等を活用した障害者委託訓練を実施していることから、その修了
者の就職率を測定指標として設定。

（参考１）令和５年度実績値40.4％は分母：令和５年度の障害者委託訓練の修了者数等（2,371
人）、分子：令和５年度の同修了者数等のうち就職者数（959人）から算出したもの。
（参考２）障害種別毎の就職率は令和５年度実績で身体：34.9％、知的：53.6％、精神：40.3％、
発達：30.8％、その他障害：27.1％となっている。

※令和２年度～令和６年度の事前分析表に記載した令和元年度～令和４年度の実績値（令和元年
度：48.8%、令和２年度：48.5%、令和３年度：50.8%、令和４年度：49.1%）は、一部訓練修了３ヶ月を超えて
就職した者を含んでいたことから、それぞれ、令和元年度は46.0%、令和２～４年度については下記「年
度ごとの実績値」欄記載の数値へ訂正。

（出典）定例業務統計報告

　目標値（水準・目標年度）については、過去の実績を踏まえつつ障害者基本計画において、
就職率を55%とする目標が定められていることを踏まえ設定。

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
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【達成目標２について】
⑤精神障害や発達障害などを持っておられる方が、一般の訓練校に行っているのではないかという話があった。そうすると、一般の訓練校では、そ
れぞれ持っておられる障害の特性への配慮というものが必要になると思うが、その辺りはどうなっているのか。場合によっては、障害者の訓練校に
専門性を持っておられる方がいるのであれば、そことの連携のようなものがあるのかなど、実情を教えていただきたい。
　おそらくいろいろな特性をお持ちの方への支援となると、支援の方の特徴も様々な中で、現場で専門性のある人が、こんなふうにやったらこのケー
スではこうだったんだという感じの支援が、よりいいのかなと思う。ただ、人手の問題や対応の問題など、いろいろあるとは思う。

⇒精神障害のある方が増えているという点への対応として、一般校への精神保健福祉士の配置を進めている。併せて、障害者校のノウハウを一般
校にも普及できるよう、障害者職業訓練に関わる者を集めた全国会議やブロック会議等において、障害者訓練に係る好事例等を踏まえたノウハウ
の展開を進めていく予定。

⑥検討会でまとめられた報告書に関連するが、一般校についても言及があり、そういったところで職業訓練が障害者に広がっていくという話があっ
た。今後は検討会でまとめた報告書を踏まえながら適切に進めていっていただきたい。

⇒承知した。

【達成目標２の指標３について】
⑦目標値の55％に達しなかったとのこと。施策の分析で、座学のみのコースの就職率が残念ながら低く、職場実習も組み合わせたコースは高いけ
れども目標値には届いていないということだとすると、例えばコースによって目標値を考えることもあり得る。
　また、職場実習を伴う訓練コースのほうが、就職率がより良好だという一方で、職場実習を伴うコースを設けるに当たっては、やはり企業側の理解
を求めていく必要があるという。将来的にということかもしれないが、例えば実習を伴うコースがどれだけ増えたとか、目標が開拓できて、その上で実
際にそのコースで受講されて就職された方の率、というかたちで、もう少しコースの設定と合わせた目標値の設定も考えられるのではないか。的確
な目標設定と分析のためには、そういうことも考えられるかと思うので検討いただきたい。

⇒まずは現行の目標を達成できるよう取組をしっかりと行い、それでもなお目標と実績の乖離が生じる場合には、ご指摘の設定方法についても検討
していく予定。

⑧今回、数値を適正なものに改めたということだが、これによって次年度に安易に目標値を下げることがないようにしていただきたい。

⇒引き続き、目標が達成できるように取組をしっかり行っていく。

【全体（達成目標、指標の設定）について】
⑨働いている方の職につなげるまでの能力開発を重点にした目標設定はあるが、実際に働き始めた後の能力の向上について、これはOJTでやって
いくべきものだが、障害者が働く職場が増えていけば、それだけいろいろな事業主が関わっていくことになり、どのようにサポートしていくかということ
も課題になる。そうしたことに関する施策と指標のようなもの、達成目標や指標のようなものも考えていくことも必要ではないか。

⇒引き続き検討していく。

⑩障害者雇用の能力開発などのところでは、労働市場の状況も変わってきているので、そういったところを検討するような政策評価が望ましい。

⇒引き続き検討していく。

学識経験を有する者の知
見の活用

第18回政策評価に関する有識者会議労働ワーキンググループ（令和７年７月16日開催）で議論いただいたところ、以下のご意見があり、これを踏ま
え、以下に示すような対応を行った。

【達成目標１の指標１について】
①「障害種別毎の就職率」も出してもらったところ、障害種別ごとにサポートの仕方などが違ってくるかと思う。そうしたことからすると、目標設定も障
害種別ごとに検討してもよいのではないか。
　職業訓練の成果を図るということで、就職率だけでなくて定着率も把握できるようなことを考えていただけないか。

⇒障害が重複しているの方もいらっしゃるので、個別の目標を設定するのは難しい状況である。一方で、支援という意味では障害者種別に応じた支
援が必要となるため、引き続き、参考として数値を出していき、対応していく。
　定着率について、「障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会」（以下「検討会」という。）の中で御議論いただいたところであり、報告書で
は、これまでのやり方や関係機関との役割分担及び実態調査等を踏まえ、障害者校が果たす役割を把握していくべきというように結論されており、
それを踏まえて対応していきたい。なお、現状では定着率をお示しする資料がなかなかなく、令和７年度から職業能力開発大学校基盤整備センター
に、定着率の取り方についての調査研究を依頼しており、今後、それも踏まえて対応していく。

【達成目標１の指標２について】
②目標達成度が54％と極めて低い率になっている。分析として障害者の雇用者数は21年連続で伸びてきていて、要因として法定雇用率も上がって
きたことを挙げているが、この分析を見る限り、今度も法定雇用率が上がるとすると、目標値がずっと達成できない状況が続くような気がする。実際
に令和２年度以降も、一度も達成できおらず、達成割合も低いという中で、目標を1,980人に設定した当時と状況も変わっているのではないか。この
目標の設定の仕方について、どういう経緯で設定されたのか。また、これを維持するかどうかも含めて、再度検討したほうがいいのではないか。
　来年以降、法定雇用率が上がり、訓練を経ないで直に就職する人がさらに増えていくという分析をしているが、そういったことになれば、達成度が
より下がっていくことになるので、目標の設定の仕方について、もう少し説明いただきたい。
　取組をしっかり進めていただきたいし、非常に期待するところではある。一方で、その取組をやったとして、果たしてこの数字はどうなのか。目標は
ある程度ストレッチに設定して取り組んでいったほうがいいということが基本的な考え方だが、この達成状況を見ている限り、設定の仕方自体がどう
なのかという疑問が拭えないところがあるので、取組を続けていただきつつ、目標の設定の仕方も含めて検討する必要があるのではないか。

⇒検討会においても、訓練受講者数が増えていないことについて御議論を頂いたところ。訓練受講者数を増やすために、福祉との連携も一つ課題
になっており、就労選択支援に障害者職業訓練をしっかりと位置付け、その選択にかなうように周知を徹底していく。
　法定雇用率が上がれば、訓練を経ず、就職される方も増えてくることが予想されるが、障害者福祉サービス側に障害者職業訓練の周知をすること
により、訓練を受ける方が一定程度増えてくるのではないかと考えている。まずは、検討会報告書に沿った取組を行っていきたい。

③そもそも職業訓練について職業訓練を経ないでも入職が成立すれば、それはそれで良いと考えているのか、やはり職業訓練を受けた上で入職し
たほうが望ましいと考えているのか。訓練をしたほうが雇用条件や労働条件の改善につながることは把握しているのか。それが分かると、受講への
インセンティブが随分違う 。

⇒訓練を受講したほうが就職に結び付きやすい方には、訓練を受講していただきたい。併せて、訓練を経ずに就職された方であっても、在職された
上で、訓練やスキルアップが必要であれば訓練を受講し、長く定着していただくことも必要と考えている。
　検討会においても、どのようなかたちで訓練に進まれて、どのようなところに就職されたのか、という分析も必要という指摘を受けており、職業能力
開発総合大学校基盤整備センターにおける調査研究事業の結果等も踏まえて、分析を行っていく予定。

④職業訓練を受け、学校を出られて就職された方の定着率がどうか、可能であれば賃金等の労働条件がどうかという分析があって、学校で訓練を
受けた効果が、より別な指標や分析によってわかれば、それによって更に、この施策は定数等を設けて、受講者数の定員を今のように維持して、で
きる限り来てもらいたいという方向で進め、この政策を維持することへの裏付けになると思う。そういった分析について検討いただきたい。

⇒まずは、委託訓練における実習を伴うコースを増やしていくという取組を進め、今後、目標値や実績の取り方についても検討していく予定。
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評価結果と
今後の方向性

目標達成度合いの測定結果 （各行政機関共通区分）  ⑤（目標に向かっていない）

総合判定

（判定結果） Ｃ【達成に向けて進展がない】

（判定理由）
【達成目標１：障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進】
・　指標１については、目標（就職率70%）に対して、令和５年度実績は68.9%（達成度合い98.4%）として概ね達成（△）と
なった。
・　指標２については、目標（訓練受講者数1,980人）に対して、令和５年度実績は1,073人（達成度合　54.2%）として未
達成（×）となった。

【達成目標２：民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進／一般の公共職業能力開発校にお
ける精神障害者等の受入体制等の強化】
・　指標３については、目標（就職率55%）に対して、令和５年度実績は40.4%（達成度合い73.5%）として未達成（×）と
なった。
・　指標４については、目標（訓練受講者数3,080人）に対して、令和５年度実績は2,570人（達成度合い83.4%）として概
ね達成（△）となった。
・　指標５については、目標（訓練受講者数700人）に対して、令和４年度及び令和５年度の実績値はいずれも700人を
超えていることから、これまでの推移を踏まえ、令和６年度においても700人を超え目標達成すると見込み、「（○）」と
判定した。

【総括】
・　以上より、測定指標の半数以上は概ね達成となる「△」以上の評価が占めるものの、主要な測定指標の一部が
「×」となっていることから、判定結果は⑤（目標に向かっていない）に区分されるものとして、Ｃ【達成に向けて進展が
ない】と判定した。

施策の分析

【達成目標１：障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進】
・　指標１については、目標を概ね達成しており成果を一定程度上げていることから、今後は更なる効率的・効果的な
業務運営を行うこととする。
・　指標２については、目標値に届いていないことから、職業訓練が必要な方に着実にその機会が提供できるよう、都
道府県やハローワークと連携を図りつつ、周知・広報はもとより、訓練ニーズを踏まえた訓練コースの設定等に取り組
んでいく必要がある。

【達成目標２：民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進／一般の公共職業能力開発校にお
ける精神障害者等の受入体制等の強化】
・　指標３については、地域ニーズや求職者等の動向を把握し、訓練ニーズのミスマッチを可能な限り排除して効率的
な運営に努め、訓練修了後３ヶ月以内の就職に向け、訓練実施主体の都道府県に対して積極的な取組を促す必要
がある。
・　指標４については、職業訓練が必要な方に着実にその機会が提供できるよう、都道府県やハローワークと連携を
図りつつ、周知・広報はもとより、訓練ニーズを踏まえた訓練コースの設定等に取り組んでいく必要がある。
・　指標５については、効果的に実施されていると考えられるため、引き続き取組を進めていく。

（有効性の評価）

【達成目標１：障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進】
・　指標１については、精神障害者・発達障害者等、求職障害者の障害の重度化・多様化が進み、職業訓練上特別な
支援を要する障害者が増加するなか、職業訓練上特別な支援を要する障害者の就職を実現・推進することが求めら
れるところ、障害者職業能力開発校による就職支援の取組はもとより、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構が運営する障害者職業能力開発校による県営障害者職業能力開発校に対する職業訓練の指導技法に関する研
修等の実施により、評価対象年度の前年（令和４年度）では70.1%と目標達成、評価対象年度（令和5年度）においても
68.9%（達成度合い98.4%）として目標を概ね達成しており、本施策は効果的に実施されていると評価できる。

・　指標２については、目標値に届いていないが、この背景として、雇用障害者数は21年連続で過去最高を記録し、ハ
ローワークを通じた障害者の就職件数も増加を続けるなど障害者雇用は着実に進展する中で、数次にわたる法定雇
用率引き上げに伴い、訓練を経ずとも就職に至るケースが増えていることに加え、就労移行支援やＡ型事業所等の
就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数が増えており、同サービスの利用者が増加していること等が要
因と考えられる。

【達成目標２：民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進／一般の公共職業能力開発校にお
ける精神障害者等の受入体制等の強化】
・　指標３については、座学のみである知識・技能習得訓練コース（集合訓練）の就職率が低調であり（29.0%）、比較的
就職率の高い職場実習を組み合わせた実践能力習得訓練コースにおいても就職率が49.3%と目標値（55%）には達し
ていない状況にある。その要因としては、職場実習を伴う訓練コースについては、実際の企業における職場を訓練実
施場所とすることから企業側の理解を得る必要があり、訓練実施に至るハードルが高くなっている一方で、座学のみ
の訓練コースであれば訓練実施に至るハードルが相対的に低くなっている。こうした背景から就職率の低調な座学訓
練の全体に占める割合が高まっていることにより、結果として就職率が低調になったものと考えられる。

・　指標４については、目標値に届いていないが、この要因としては指標２の内容の他に、職場実習先の開拓が難し
いことから、受託機関の確保が伸び悩んでいることや受託機関が確保できたとしても受託機関と受講生の訓練ニーズ
のあいだにミスマッチが生じる事により訓練実施（受講生確保）に至らない等が要因と考えられる。

・　指標５については、一般校における障害者の訓練受講者数は増加傾向にあり、目標も達成見込であることから、
本施策は効果的に実施されていると評価できる。

（効率性の評価）

【達成目標１：障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進】
【達成目標２：民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進／一般の公共職業能力開発校にお
ける精神障害者等の受入体制等の強化】
・　指標１～２及び指標３～５について、予算額が減少傾向にあるなか、測定指標の半数以上は概ね達成となる「△」
以上の評価が占めることから、効率的な取組が行われていると評価できる。

（現状分析）
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参考・関連資料等

・　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）（右記検索サイトから検索できます）　URL：https://laws.e-gov.go.jp/
・　障害者基本計画　URL：https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#kihonhou
・　ハロートレーニング（障害者訓練）について　URL：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shougaisha.html

担当部局名 人材開発統括官 作成責任者名
特別支援室長

山口 泰久
政策評価実施時期 令和７年７月

評価結果と
今後の方向性

　次期目標等への
反映の方向性

（施策及び測定指標の見直しについて）

【達成目標１：障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進】
【達成目標２：民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進／一般の公共職業能力開発校にお
ける精神障害者等の受入体制等の強化】
・　指標１～２及び指標３～５について、判定結果は⑤（目標に向かっていない）に区分されるものとして、Ｃ【達成に向
けて進展がない】と判定したところ、近年は訓練生の主体が、かつての身体障害者から、次第に知的障害者さらには
精神障害者及び発達障害者へと移ってきており、かつ、インクルージョンの理念が後押しし、一般の職業能力開発校
や委託訓練での障害者の受け入れも進んできている。こうした変化に対して、障害者職業訓練全体としてまだ十分な
対応ができていない状況にあることから、障害者職業訓練をより効果的なものとして一層推進していくために、訓練施
設・定員、訓練内容・方法、関係機関相互の連携等の観点から見直していくことが求められている。
　このため、障害者の職業能力開発に関する有識者、関係機関の代表者等の参集を求め、令和７年１月より「障害者
職業能力開発校の在り方に関する検討会」を開催し、障害者の職業能力開発の一層の効果的な推進及び今後の在
り方について協議・検討を行った。同年６月30日、本検討会での議論の成果を「報告書」としてとりまとめ・公表したとこ
ろであり、今後、本報告書の方向性を踏まえて障害者職業訓練を推進していくこととしている。
　このほか、令和６年度より障害者委託訓練における PDCA 評価を試行的に実施しており、各都道府県ごとに就職
率と受講者数を基に評価を決定し、評価に応じて次年度の訓練実施計画数の設定及び就職率向上に向けた改善事
項等の策定を行うこととしている。令和７年度においては、策定された改善事項等は各都道府県ごとに開催される地
域職業能力開発促進協議会へ報告することとしており、報告を通じて地域ニーズや求職者等の動向を把握し、訓練
ニーズのミスマッチを可能な限り排除して効率的な運営に努めることとしている。
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